
H26.8 広島県広島市安佐南区八木3丁目上山川（広島災害）

栃木県 宇都宮土木事務所 企画調査部



土砂災害の種類

がけ崩れ

地すべり

土石流



①がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）
突然斜面が崩れ、岩や土砂が落ちてくる現象です。

がけ崩れ

写真：新潟県三島郡三島町逆谷

写真：宮崎県三股町切寄



②土石流
岩や土砂が水と一緒に激しく流れ下る現象です。

土石流

写真：大分県竹田市荻町南河内

写真：長野県岡谷市柳原



③地すべり
地面がひびわれ、断続的に斜面が滑り出す現象です。

地すべり

写真：新潟県長岡市土ヶ谷写真：長野県佐久市駒込
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〇令和元年の土砂災害発生件数は1,996件で、集計を開始した昭和57年言以降4番目の発生件数を記
録し、集計開始以降における平均発生件数（1,081件）の約1.8倍を記録。（これまでの最多件数は平成
31年の3,459件が最多）

全国の土砂災害発生件数



土砂災害をもたらした主な大雨等

〇令和元年は1都1道1府40県で土砂災害が発生し、死者・行方不明者23名、負傷者12名、人家被害535
戸の甚大な被害が発生。
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全国の土砂災害発生件数



土砂災害防止法の制定

土砂災害防止法土砂災害防止法

○土砂災害を防止する工事を進める一方で、土砂災害が

発生するおそれのある区域を設定し、住民に明らかに

する。

○警戒避難体制の整備や、新たな危険箇所の増加を抑制

するなどの対策を講じる。



土砂災害防止法の制定

①土砂災害から国民の生命および身体を
保護することを目的としています。

②警戒避難体制の整備などのソフト対策を
推進するための法律です。

③行政の「知らせる努力」と住民の「知
る努力」が相乗的に働くことを期待した
法律です。



土砂災害のおそれがある地域

土砂災害防止法

ソフト対策
○警戒避難体制の整備
○開発行為の規制
○建築物の構造規制
○移転等の勧告

土砂災害対策の４法律

土砂災害の発生源

砂防法

地すべり等防止法

急傾斜地法

ソフト対策
土石の採取等の行為制限

ハード対策
○砂防工事
○地すべり防止工事
○急傾斜地崩壊防止工事



市町村長の意見聴取
区域指定に先立ち、関係市町長
の意見を聞きます。

土砂災害防止法の流れ
机上および現地において、地形、
地質等の状況を調査し、土砂災害
のおそれのある区域を設定します。

基礎調査の実施

基礎調査結果の通知
基礎調査の結果を関係市町長に
通知します。

区域の指定（公示） 設定された区域を指定します。

公示図書の縦覧
指定された区域の図面等を、市町
や県の担当部署で縦覧します。



1巡目基礎調査：平成15年度～平成23年度

土砂災害警戒区域（6,685箇所）平成25年3月指定完了
土砂災害特別警戒区域（5,994箇所）：平成26年12月指定完了

2巡目基礎調査：平成27年度～
土砂災害警戒区域等の指定：平成30年度～

・おおむね5年ごとに基礎調査を行う
こと（土砂災害防止法4条）
・1巡目基礎調査開始から10年以上
経過
⇒既調査箇所の土地利用の変化
⇒地図のデジタル化など調査に使用
するデータの精度向上

1巡目基礎調査・警戒区域指定

2巡目基礎調査・警戒区域指定

栃木県における取り組み



基礎調査の実施

基礎調査の対象となる箇所は、

・がけ崩れの危険性のある斜面とその下方の土地

○土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形

や地質、土地の利用状況などを調査します。

・土石流の危険性のある渓流とその下流側の土地

・地すべりの危険性のある箇所とその下方の土地



建築物に損壊が生
じ、住民に著しい
危害が生じるおそ
れがある区域

土砂等の力と建築物の耐
力を算出し、比較判定に
より設定する

特別警戒区域
レッドゾーン

警戒区域と特別警戒区域

土砂

建築耐力

土砂災害の
おそれがある区域

警戒区域
イエローゾーン

土砂等の力

イエローゾーン レッドゾーン

基礎調査により、

を設定します。

土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）

土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）

○急傾斜地（がけ）
・斜面下部より高さの２倍の距離
の範囲（最大で５０ｍ）
・斜面上部より１０ｍの範囲

○土石流

・地盤勾配２度以上の土地の範囲

○地すべり

・地すべりしている土地の長さと
同じ範囲（最大で２５０ｍ）

◎地形条件で設定する
・過去に発生した災害の実態
から定められた地形の条件



①がけ崩れのおそれのある区域の設定

傾斜角度が
３０度以上

斜面の高さが
５ｍ以上

急傾斜地の上端

（傾斜角度が３０度
よりも緩くなる点）

急傾斜地の下端

がけの上端から
水平距離で１０m

がけの高さの
２倍の距離
最大でも５０m



②土石流のおそれのある区域の設定

土地の勾配が
２度以上

氾濫が始まると
想定される地点

谷型の地形
（間口よりも奥
行きが深い）

・谷型の地形
・扇状の地形

急勾配の沢や渓流



③地すべりのおそれのある区域の設定

地すべりしている土地と
同じ距離
最大でも２５０m

地すべりして
いる痕跡

地すべり地形の
範囲を設定

等高線の乱れ



「急傾斜地の崩壊」区域設定の事例

1/2,500

区域設定の事例

土砂災害警戒区域
（イエローゾーン）

土砂災害特別警戒区域
（レッドゾーン）



土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

警戒避難体制の整備

・市町村地域防災計画において、警戒区域における土砂災害
を防止するために必要な警戒避難体制が定められます。

・円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知す
るため、ハザードマップ等が配布されます。

土砂災害に関
する情報の収
集・伝達

情報の伝達方
法等

避難場所に関
する情報



土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

ハザードマップ等の配布

警戒区域等の範囲や
避難場所を表示

情報の伝達系統や情報
の入手先等を表示



土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

要配慮者利用施設における警戒避難体制



特定の開発行為に対する制限

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

・宅地分譲

・老人ホーム、病院などの要配慮者利用施設の建築

を行うための開発行為には、許可が必要となります。

土砂災害対策
を講じる必要
があります。



建築物の構造規制

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

新築、増改築を行う場合、建築確認申請の対象となります。

土砂等による衝撃に対して安全な構造

が求められます。

レッドゾーン
内で居室を有
する建築物

土砂等の衝撃
に耐えられる
構造とする必
要があります。



建築物の移転等の勧告

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

土砂災害が発生した場合、その居住者、利用者等の生命に

著しい危害が生じるおそれのある建築物については、建築

物の所有者や管理者等に対し、移転等の勧告ができます。

レッドゾーン
から安全な区
域への移転



知らせる努力 知る努力

協働

知らせる努力と知る努力

公
助

自
助

共
助

連
携

住民
・防災への備え

・避難場所等の
確認

・自主避難

地域
・自主防災組織

の設立
・災害時要援護
者への支援

・避難訓練

市町村
・警戒避難体制

等の整備
・土砂災害警戒
区域等の情報
提供

県
・土砂災害警戒

区域等の指定
・関連する情報
の提供



土砂災害から皆様の安全な暮らしを守るために、
土砂災害防止法へのご理解とご協力をお願いし
ます。


